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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波画像を撮像するための超音波を送受する診断用探触子と超音波を照射して患部を
治療する治療用探触子を有する超音波探触子と、
　前記診断用探触子を用いて被検体から受信した受信信号に基づいて超音波画像を生成す
る超音波画像生成手段と、画像撮像装置により取得される前記被検体の画像データを記憶
する記憶手段と、静磁場発生源を用いて前記記憶手段に記憶された画像データに基づいて
リファレンス画像を生成するリファレンス画像生成手段と、前記超音波画像及び前記リフ
ァレンス画像の同一断面を表示する表示手段と、を備えた超音波診断システムにおいて、
　前記静磁場発生源に対する前記診断用探触子及び前記治療用探触子の位置及び方向を検
出する第1の位置センサと、
　前記静磁場発生源に対する前記被検体の位置及び方向を検出する第2の位置センサと、
　前記第2の位置センサが移動した移動量と予め設定した移動量との比較を行い、前記第2
の位置センサが移動した移動量が前記設定した移動量を超えた場合、前記治療用探触子に
よる治療用超音波の照射を停止する治療制御部と、を備え
　前記リファレンス画像生成手段は、前記第1の位置センサで得られる前記超音波探触子
の3次元的な位置と方向に対する前記第2の位置センサで得られる前記被検体の3次元的な
相対位置と方向を求め、前記相対位置と方向に基づいて前記画像撮像装置により取得され
た前記画像データから前記リファレンス画像を生成することを特徴とする超音波診断シス
テム。
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【請求項２】
　前記治療制御部は、前記第2の位置センサが移動した移動量と予め設定した移動量との
比較を行い、前記第2の位置センサが移動した移動量が、前記設定した移動量を超えた場
合、前記表示手段にアラーム信号を表示させることを特徴とする請求項1記載の超音波診
断システム。
【請求項３】
　前記治療制御部は、前記第2の位置センサが移動した移動量に応じて、治療用超音波の
焦点位置を計算し、前記治療用探触子に供給する治療用パルスに対し、治療用パルスの遅
延時間を求め、前記治療用超音波を送信することを特徴とする請求項1記載の超音波診断
システム。
【請求項４】
　前記表示手段は、前記治療用超音波の超音波強度および照射位置に応じた治療ビームパ
ターンを前記超音波画像及び前記リファレンス画像上に表示することを特徴とする請求項
1記載の超音波診断システム。
【請求項５】
　前記リファレンス画像生成手段は、前記治療ビームパターンの色を前記治療用超音波の
強度に対応づけられていることを特徴とする請求項4記載の超音波診断システム。
【請求項６】
　前記第1の位置センサは、前記超音波探触子に取り付けられていることを特徴とする請
求項1記載の超音波診断システム。
【請求項７】
　前記第2の位置センサは、前記被検体の動きを検出可能な位置に取り付けられているこ
とを特徴とする請求項1記載の超音波診断システム。
【請求項８】
　前記第2の位置センサは、前記被検体の呼吸による動きを伴わない部位に配置されるこ
とを特徴とする請求項7記載の超音波診断システム。
【請求項９】
　前記第2の位置センサは、前記被検体に装着するヘッドバンド、或いは前記被検体を固
定する枕型固定具に取り付けられていることを特徴とする請求項7記載の超音波診断シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波技術に係り、特に被検体の動きによる影響を低減して撮像或いは治療す
ることが可能な超音波診断システム及び超音波診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置によって被検体の患部の超音波画像をリアルタイムに表示したり、穿刺
や超音波照射を行う超音波治療が行われている。しかしながら、超音波画像はX線CT装置
やMRI装置といった他のモダリティによる画像に比べて画質が劣るため、それら他のモダ
リティによるリファレンス画像と組み合わせて、それらを表示することが超音波治療が近
年行われるようになっている(例えば、特許文献1、特許文献2。)。
【特許文献１】特開2002-112998号公報
【特許文献２】WO2004/098414号公報
【０００３】
　特許文献1では特に、超音波画像と、X線CT装置やMRI装置等の他のモダリティによるリ
ファレンス画像を組み合わせて表示する際に、超音波画像の断面位置と、リファレンス画
像の断面位置とを一致させる技術が開示されている。具体的には、超音波診断装置の超音
波探触子の三次元位置及び方向を、例えば超音波探触子に取り付けた磁石等を用いて測定
し、それにより超音波画像の断面位置を計算し、あらかじめ撮像された他のモダリティに
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よる3Dボリュームデータより、超音波画像の断面位置と同じ位置のリファレンス画像を再
構成させ表示させていた。
【０００４】
　しかし特許文献1では、被検体が術中に動いてしまうことが配慮されていなかった。例
えば術中に患部(被検体)が動いてしまうと、超音波探触子の三次元位置及び方向を計算し
て他のモダリティによる3Dボリュームデータを再構成しても、超音波画像の断面位置とリ
ファレンス画像の断面位置が一致しなった。
【０００５】
　また、特許文献2では、被検体の呼吸による体動を検出し、その体動にあわせたリファ
レンス画像を再構成して表示することしか開示されていない。したがって、被検体が呼吸
方向のみではなく複雑に動いてしまった場合、検出したリファレンス画像の断面位置が超
音波画像の断層位置に合わせることには具体的に配慮がなされていないため、リファレン
ス画像の目的部位がモニタの表示可能領域外に配置されることがあった。
【０００６】
　本発明の目的は、被検体の動きによる影響を低減した超音波診断システム及び超音波診
断方法を提供することにある。
【発明の開示】
【０００７】
　上記目的を達成するため、超音波探触子と、前記超音波探触子を用いて被検体から受信
した受信信号に基づいて超音波画像を生成する超音波画像生成手段と、画像撮像装置によ
り取得される前記被検体の画像データを記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された
画像データに基づいてリファレンス画像を生成するリファレンス画像生成手段と、前記超
音波画像及び前記リファレンス画像の同一断面を表示する表示手段とを備えた超音波診断
システムにおいて、前記超音波探触子の位置及び方向を検出する第1の位置センサと、前
記被検体の位置及び方向を検出する第2の位置センサとを備え、前記リファレンス画像生
成手段は、前記第1の位置センサの位置情報及び前記第2の位置センサの位置情報に基づい
て前記リファレンス画像を生成する。
【０００８】
　さらに、前記超音波探触子は前記被検体を超音波治療する治療用振動子を備え、前記第
1の位置センサの位置情報、或いは前記第2の位置センサの位置情報に基づいて治療超音波
を制御する。
　また、超音波探触子を用いて受信した受信信号に基づいて超音波画像を生成する超音波
画像生成する第1のステップと、前記超音波探触子の位置及び方向に基づいて、画像撮像
装置により取得される被検体の画像データから前記リファレンス画像を生成する第2のス
テップと、前記超音波画像及び前記リファレンス画像の同一断面を表示する表示する第3
のステップとを含む超音波診断方法において、前記第2のステップは、前記被検体の位置
及び方向を加味してリファレンス画像を生成する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態1に係る超音波診断システムのブロック図である。
【図２】本発明の実施形態1に係る画面表示を示す図である。
【図３】本発明の実施形態1に係る頭部位置センサを固定する例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態1に係るボリュームデータの変換を示す図である。
【図５】本発明の実施形態2に係る超音波診断システムのブロック図である。
【図６】本発明の実施形態2に係る頭部位置センサを固定する例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態2に係る動作フローチャートを示す図である。
【図８】本発明の実施形態2に係る画面表示を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　第1の実施形態の超音波診断システムについて図を用いて説明する。超音波診断システ



(4) JP 5117051 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

ムは被検体の患部を超音波で撮像しながら、同時にX線CT装置やMRI装置等の他のモダリテ
ィによる画像を参照するものである。図1は本実施形態に係る超音波診断システムのブロ
ック図であり、主に、超音波を使って被検体の患部を含む断層像の超音波画像を得るため
の超音波診断装置100と、X線CT装置やMRI装置等のモダリティの画像診断装置1と、それぞ
れの診断装置で撮影された画像を表示するモニタ10等より構成されている。
【００１１】
　先ず、超音波診断装置100で用いる探触子は、診断用探触子16と探触子位置センサ18よ
り成る。診断用探触子16は患部を含む断層像を撮像するための超音波を送受するためのも
のである。探触子位置センサ18は診断用探触子16の三次元的な位置、方向、及び診断用探
触子16が超音波画像の撮像のために超音波を走査している方向を検出するためのものであ
り、例えば被検体を横たわらせるためのベッドの隅等に置かれた磁場発生源から三次元空
間に発生される磁気信号を検知する磁気センサ等から構成されている。
【００１２】
　頭部位置センサ19は、探触子位置センサ18と同様にして、被検体の頭部の三次元的な位
置及び方向を検出するためのものであり、上記磁場発生源から三次元空間に発生される磁
気信号を検知する磁気センサ等から構成されている。
【００１３】
　次に、超音波診断装置100において、ボリュームデータ記憶部2は、画像診断装置1にお
いて得られたボリュームデータ(例えば、被検体の断層像を複数の位置について撮像して
配列させた三次元ボリュームデータ)を記憶しておくためのものである。その際、ボリュ
ームデータは、被検体の頭部をある位置を基準点(原点)にしたカーテシアン座標(X，Y，Z
座標)上での画素値データとして記憶されている。例えば、三次元の各座標の位置X，Y，Z
にその位置での画素値Vを組み合わせた四次元の配列(Xijk，Yijk，Zijk，Vijk；i＝1～n
，j＝1～n，k＝1～n)として記憶されている。ここで、nはボリュームデータが三次元の立
方体から成っている場合の、一辺に配置されるピクセル(画素)の数、i，j，kは、X，Y，Z
それぞれの方向へ何番目のピクセル位置でのボリュームデータであるかを示すための指標
である。
【００１４】
　また、受波整相回路7は診断用探触子16から送られた超音波受信信号の位相を整える(受
波フォーカシングを行う)ためのものであり、超音波画像記憶部8は、超音波画像を記憶す
るためのものである。
　スキャン画像座標算出部6は、探触子位置センサ18より送られてきた診断用探触子16の
三次元的な位置、方向より、診断用探触子16が撮像している超音波断層像の位置を算出す
るためのものである。
　頭部位置座標算出部20は、頭部位置センサ19から送られてきた被検体の頭部の三次元的
な位置及び方向に関する情報より、被検体の頭部の三次元的な位置及び方向を算出するた
めのものである。
【００１５】
　また、リファレンス画像算出部3は、スキャン画像座標算出部6より送られてきた診断用
探触子18の三次元的な位置及び方向情報と、頭部位置センサ19より頭部位置センサ座標算
出部を介して送られてきた被検体の頭部の三次元的な位置及び方向情報より、超音波診断
装置100で撮像している超音波画像の断面に相当する位置の画像診断装置1におけるリファ
レンス画像を、ボリュームデータ記憶部2に記憶されているボリュームデータから求める
ものである。
【００１６】
　具体的には、リファレンス画像算出部3は、スキャン画像座標算出部6より送られてきた
診断用探触子18の三次元的な位置及び方向情報に対する頭部位置センサ19より頭部位置セ
ンサ座標算出部を介して送られてきた被検体の頭部の三次元的な相対位置及び方向情報を
求め、その相対位置及び方向情報に基づいてボリュームデータからリファレンス画像が求
められる。よって、診断用探触子16の位置と方向、及び頭部の位置と方向を加味したリフ
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ァレンス画像が得られることになる。つまり、診断用探触子16が移動しても、また頭部自
体が三次元的に移動しても、それぞれの移動に応じたリファレンス画像の断層像を表示さ
せることができる。
　また、加算器9は、超音波画像記憶部8に記憶されている超音波画像とリファレンス画像
算出部3において求めた画像診断装置1によるリファレンス画像とを合成して並べてモニタ
10ヘ表示するためのものである。
【００１７】
　次に、図2は、被検体(頭部) 31が頭部に固定された頭部位置センサ19とともに移動する
様子と、その時にモニタ10に写し出されるリファレンス画像と超音波断層像を示した図で
ある。図2において(a)は被検体が動く前、(b)は被検体が動いた後を示している。
【００１８】
　被検体(頭部)31には頭部位置センサ19が備えられ、探触子位置センサ18は診断用探触子
16に備えられている。モニタ10内には左側にリファレンス画像、右側に超音波断層像が表
示されている。被検体(頭部)31の動きに追従させて被検体(頭部)31に取り付けられた頭部
位置センサ19も動き、頭部位置センサ19は被検体(頭部)31の動き(位置、方向の変化)を検
出する。
【００１９】
　そして、その検出した動きに関する情報を加味してリファレンス画像を計算するので、
被検体(頭部)31に対する診断用探触子16の位置関係を把握できるようになり、図2(b)に示
されたモニタ10ようにリファレンス画像を表示することができる。つまり、被検体の動き
によりリファレンス画像が影響を受けることが無くなる。そして、被検体(頭部)31の患部
を含む断面のリファレンス画像をモニタ10に示されたように的確に表示できる。
【００２０】
　図3(a)に被検体(頭部)31に頭部位置センサ19を装着した形態を示す。頭部位置センサ19
は帯状のヘッドバンド40の周囲に取り付けられている。そしてこのヘッドバンド40は被検
体(頭部)31を覆うように装着されている。よって、頭部位置センサ19と被検体(頭部)31を
一体化させることができるため、被検体(頭部)31自体の位置(移動量)及び方向の変化と同
じ分だけ頭部位置センサ19の位置及び方向が変化する。
【００２１】
　また、図3(b)では、頭部位置センサ19は枕型固定具41の周囲に取り付けられている。こ
の枕型固定具41は被検体(頭部)31の後頭部全体を覆い装着されている。よって、頭部位置
センサ19と枕型固定具41及び被検体(頭部)31を一体化させることができるため、枕型固定
具41が移動したとしても枕型固定具41自体の位置(移動量)及び方向の変化と同じ分だけ頭
部位置センサ19の位置及び方向が変化する。
【００２２】
　次に第1の実施形態の動作について説明する。
　(ステップ1)診断用探触子16に配置された位置センサ18が固定されていて、被検体を横
たわらせるためのベッドの隅等に置かれた磁場発生源によって発生された磁場の強度と方
向を検出し、そのデータを超音波診断装置100内のスキャン画像座標算出部6へ送信する。
スキャン画像座標算出部6は、位置センサ18より送られて来たデータより診断用探触子16
が静磁場発生源に対してどのような相対的な位置と方向にあるか、更には撮像のために超
音波をどの方向走査しているかを算出する。
【００２３】
　(ステップ2)次に、頭部位置センサ19は、被検体の頭部に固定されていて、被検体を横
たわらせるためのベッドの隅等に置かれた磁場発生源によって発生された磁場の強度と方
向を検出し、そのデータを超音波診断装置100内の頭部位置センサ座標算出部20へ送信す
る。頭部位置センサ座標算出部20は、頭部位置センサ19により送られて来たデータより被
検体の頭部が磁場発生源に対してどのような相対的な位置と方向にあるかを算出する。
【００２４】
　(ステップ3)次に、スキャン画像座標算出部6により得られた診断用探触子16の静磁場発
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頭部位置センサ座標算出部20により得られた被検体の頭部の静磁場発生源に対する相対的
な位置と方向は、リファレンス画像算出部3へ送られる。
【００２５】
　(ステップ4)リファレンス画像算出部3では、頭部位置センサ座標算出部20により得られ
た被検体の頭部の磁場発生源に対する相対的な位置と方向を基に、被検体の頭部が、ボリ
ュームデータ記憶部2において記憶されているボリュームデータを撮像した時に比べて、
どの程度移動していて、向きがどの程度方向が変化しているかを計算する。
【００２６】
　(ステップ5)　次に、リファレンス画像算出部3では、ボリュームデータ記憶部2に記憶
されているボリュームデータにおける座標データ(Xijk，Yijk，Zijk)を、(ステップ4)で
計算した被検体の頭部の移動および方向の変化に合わせて、変化させる。その結果、四次
元配列であるボリュームデータは(X'ijk，Y'ijk，Z'ijk，Vijk；i＝1～n，j＝1～n，k＝1
～n)となる。
【００２７】
　(ステップ6)一方、リファレンス画像算出部3では、スキャン画像座標算出部6より送ら
れてきた診断用探触子16の静磁場発生源に対する相対的な位置と方向と、撮像のために超
音波を走査している方向を基に、超音波撮像している断面の位置を特定する(算出する。)
。そして、ここで求めた断面上に格子状の二次元プロット(例えば、p×p)を割り振ってそ
の三次元座標を求め、(Xlm，Ylm，Zlm；I＝1～p，m＝1～p)とする。
【００２８】
　(ステップ7)次に、(ステップ5)で算出した座標データの移動および方向の変化後のボリ
ュームデータにおける、(ステップ6)で算出した断面(格子状の二次元プロット(Xjk，Yjk
，Zjk；j＝1～I，k＝1～I))上の値を求める。格子状の二次元プロットの位置とボリュー
ムデータのピクセル位置が一致しない場合には、補間により求める。更に、それらを基に
画像化してリファレンス画像とする。
【００２９】
　(ステップ8)　次に加算器9には、超音波画像記憶部8より超音波画像が、リファレンス
画像算出部3よりリファレンス画像が送られる。加算器9はそれら2つの画像を並列させて
、あるいは色を違えて(赤と青等)合成し、モニタ10へ表示させる。
【００３０】
　(ステップ9)　操作者は、モニタ10に表示された2つの画像を見ながら、画像内に患部が
映し出されるように超音波探触子102を動かして、的確に患部の位置を把握してそこに超
音波を照射する。
【００３１】
　図4は(ステップ5)におけるボリュームデータの変換を表したものである。図4の(a)で示
したものは、変換する前のボリュームデータ記憶部2に記憶されているボリュームデータ
を示し、XとYとZ方向にそれぞれnピクセルから成る立方体内に被検体の頭部31に関するボ
リュームデータが収まっていることを示している。そして、図4(b)で示したものは、超音
波を用いて治療をしている最中等に、被検体の頭部が動いた場合に対応させて、ボリュー
ムデータを移動させる様子を示している。図2(a)に対して図4(b)では、先ず立方体の片隅
の点(基準点)はOからO’へ移動されていて、例えば(0，0，0)から(0＋αX，0＋αY，0＋
αZ)のようになる。さらに基準点に対してボリュームデータの配置されるXとYとZへの方
向は、図4(a)に対して角度が変わっている。この角度の変化は、X軸の回りの回転と、Y軸
の回りの回転と、Z軸の周りの回転に分解され、それぞれの回転は次に表す回転行列で表
現される。
【００３２】
　先ず、X軸の周りの角度θ1の回転は、
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【数１】

　で表され、Y軸の回りの角度θ2の回転は、
【数２】

　で表され、Z軸の回りの角度θ3の回転は、
【数３】

で表される。従って、図4(a)のボリュームデータにおけるX方向，Y方向，Z方向への単位
ベクトル(1，0，0)，(0，1，0)，(0，0，1)をそれぞれ上記回転行列を用いて回転変換さ
せて、それらにより図4(b)のボリュームデータ上の位置座標を求める。そして、図4(b)の
ように座標変換したボリュームデータ上で、(ステップ6)で求めた超音波撮像をしている
断層面150の二次元プロット上の値を(ステップ7)で補間等で求め、リファレンス画像とす
る。
【００３３】
　第2の実施形態の超音波診断システムについて図を用いて説明する。図5は本実施形態に
係る超音波診断システムのブロック図であり、主に、超音波を使って被検体の患部を含む
断層像の超音波画像を得るための超音波診断装置100と、X線CT装置やMRI装置等のモダリ
ティの画像診断装置1と、それぞれの診断装置で撮影された画像を表示するモニタ10と、
被検体の患部に超音波治療を行う超音波治療装置101とから構成されている。
【００３４】
　第1の実施形態と異なる点は、頭部位置センサ19の位置情報に基づいて治療超音波とそ
の表示を制御する点である。治療プローブ102は、診断用探触子16と治療用探触子17と探
触子位置センサ18より成る。診断用探触子16は患部を含む断層像を撮像するための超音波
を送受するためのものである。治療用探触子17は患部に超音波を照射して患部を治療する
ためのものである。探触子位置センサ18は治療プローブ102の3次元的な位置、方向、及び
診断用探触子16が超音波画像の撮像のために超音波を走査している方向を検出するための
ものであり、例えば図示していない別のところに置かれた磁場発生源から3次元空間に発
生される磁気信号を検知する磁気センサ等から構成されている。
【００３５】
　超音波治療装置101において、操作器11は、操作者がモニタ10に写し出された超音波画
像や画像診断装置1による画像を基に、超音波照射条件(焦点位置を制御するための条件)
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等を治療位置制御部12へ入力するためのものである。治療位置制御部12は、入力された超
音波照射条件で超音波を照射するための信号を治療用パルス発生回路13及び治療用超音波
遅延回路14へ送る。治療用パルス発生回路13は治療用の超音波パルスを発生するためのも
のであり、治療用超音波遅延回路14は、治療のために照射する超音波の照射のタイミング
を調整するためのものであり、増幅器15は超音波を増幅するためのものである。
【００３６】
　頭部位置センサ19と治療プローブ102と探触子位置センサ18の配置関係について図6を用
いて説明する。ヘッドバンド型頭部保持具50は、被検体の側頭部を支える側頭部超音波プ
ローブ固定部、前頭部を支える前頭部押え部、後頭部を支える後頭部押え部、頭頂部を支
える頭頂部押え部、それぞれを結合するベルトから構成される。
【００３７】
　頭部位置センサ19は、前頭部押え部に設置されており、頭のほぼ中心に配置されている
。治療プローブ102は、側頭部超音波プローブ固定部に設置されており、頭の米神付近か
ら超音波が照射されるように配置されている。また、治療プローブ102には探触子位置セ
ンサ18が設置されており、治療プローブ102の三次元的な位置、方向、及び診断用探触子1
6が超音波画像の撮像のために超音波を走査している方向を検出するためのものであり、
例えば被検体を横たわらせるためのベッドの隅等に置かれた磁場発生源から三次元空間に
発生される磁気信号を検知する磁気センサ等から構成されている。
【００３８】
　また、頭部位置センサ19は、頭部に限らず、治療部位に応じて、呼吸等の動きを伴わな
い部位に固定するベルトに設置しても良い。足部を超音波治療する場合、例えば太ももに
ベルト51を巻き位置センサ19を設置する。HIFU治療をする場合、例えば腰にベルト52を巻
き、呼吸の動きを伴わない背中に位置センサ19を設置する。また、腕部を超音波治療する
場合、例えば上腕にベルト53を巻き位置センサ19を設置する。
【００３９】
　第2の実施形態は、頭部の動きに伴う頭部位置センサ19の移動量、或いは治療プローブ1
02の動きに伴う探触子位置センサ18の移動量に応じて治療超音波を制御する。被検体(頭
部)31は固定されているが、治療部位や被検体の体調によっては頭部自体が動いてしまう
ことがある。そこで、頭部位置センサ19により三次元的な位置及び方向を検出し、被検体
が大きく動いていることを検出、頭部位置センサ19により位置及び方向が大きく変化して
いることが検出されたら、治療プローブ102から照射している治療超音波を停止させたり
、アラームをモニタ10に表示させる。
【００４０】
　頭部位置センサ19から被検体(頭部)31の移動量を頭部位置センサ座標算出部20で算出す
る。そして、算出された座標情報を演算器21に伝達し、予め設定された閾値と比較を行う
。閾値は、例えば、治療プローブ102が固定され治療を行っている位置から10mm移動した
移動量、又は20°回転した移動量としてメモリ(図示しない。)に記憶されている。演算器
21は、予め設定した移動量と頭部位置センサ19が移動した移動量と比較を行い、頭部位置
センサ19が移動した移動量が、設定した移動量を超えた場合、演算器21は治療位置制御部
12に対して停止信号を送る。そして、治療位置制御部12は超音波治療装置101の各構成要
素に対して治療を停止する制御信号を出して、治療超音波の照射を停止する。
【００４１】
　また、頭部位置センサ19が移動した移動量が、設定した移動量を超えた場合、演算器21
は治療位置制御部12に対してその信号情報を送る。そして、超音波画像記憶部8に記憶さ
れた超音波画像にアラーム情報を重畳し、加算器9にてリファレンス画像と重ね合わせ、
アラーム情報をモニタ10に表示する。
　このように頭部位置センサ19が移動した移動量に基づいて治療超音波を制御することに
より、安全性を向上させることができる。
【００４２】
　次に第2の実施形態の動作について図7を用いて説明する。
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　(S1) まず、超音波診断システムにおける初期設定(例えば、被検者名、超音波治療部位
名、治療プローブ102の当てる方向、治療計画等)を行う。
【００４３】
　(S2)モニタ10上の治療プローブ102の位置を中心として扇状に広がる超音波撮像範囲が
示され、断層像で超音波治療する領域として焦域をセットする。
【００４４】
　(S3)患部32に照射とする超音波ビームにより、実際に超音波治療している領域が、超音
波治療計画モードで設定した焦域内かどうか判定する。
【００４５】
　(S4)治療位置が焦域内にない場合、アラーム情報を画面に表示させたり、超音波治療を
停止させる。具体的には、治療位置制御部12は超音波治療装置101の各構成要素に対して
治療を停止する制御信号を出して、治療超音波の照射を停止する。若しくは超音波画像記
憶部8に記憶された超音波画像にアラーム情報を重畳し、加算器9にてリファレンス画像と
重ね合わせ、アラーム情報をモニタ10に表示する。そして(S2)に戻り、焦域をセットし直
す。
【００４６】
　(S5)治療位置が焦域内にある場合、患部32に同時刻に治療用超音波が到達するように、
各治療用探触子17からの治療用超音波の射出タイミングを制御し、治療用超音波を照射す
る。
【００４７】
　(S6)超音波画像を算出しながら、超音波治療を終了するかどうか判定する。超音波治療
が終っていない場合、(S2)に戻り、一連の動作を繰り返す。
【００４８】
　また、治療超音波のパターン表示を行う形態を図8を用いて説明する。治療プローブ102
は被検体(頭部)31に固定されているが、治療方位によっては治療プローブ102自体が動い
てしまうことがある。そこで、探触子位置センサ18により三次元的な位置及び方向を検出
し、その移動量に応じて治療ビームの方向及びその強度に基づいて治療用ビームパターン
33を構成し、モニタ10に表示する。
【００４９】
　超音波断層像表示は、まず、治療プローブ102の位置を中心として扇状に広がる超音波
撮像範囲が示され、この超音波撮像範囲内に位置する箇所に患部32およびその周辺の臓器
が撮像されている。
【００５０】
　そして、治療プローブ102の位置と患部32とを結ぶ仮想の線に重ね合わされて表示され
る細長の治療用ビームパターン33が示される。この治療用ビームパターン33は患部32に照
射されようとする超音波ビームに対応して示され、該治療ビームパターン33の長手方向は
該超音波ビームの方向と一致づけられて示される。
【００５１】
　また、治療ビームパターン33は、その長手方向であって治療プローブ102の位置に相当
する先端側からその対向端となる末端にまでかけて比較的細かい領域毎に複数に区分けさ
れ、これら区分けされた各領域にはそれぞれ色が付されて表示されている。
【００５２】
　この色は超音波の強度に対応づけられて予め定められているもので、治療ビームパター
ン33の区分けされた各領域には、その領域に重なる位置における超音波ビームの強度に対
応した色が付されている。すなわち、超音波撮像範囲内の位置であって、治療ビームパタ
ーン33の区分けされた各領域における超音波ビームの強度はその領域に付された色によっ
て判断することができるようになっている。
【００５３】
　このため、該治療ビームパターン33のその長手方向に区分けされた各領域は、該長手方
向における長さが必ずしも一律ではなく各領域毎に異なる場合がある。各領域はある範囲
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内にある超音波ビームの強さに応じて区分けされるようになっているからである。この関
係は次に説明する超音波強度表示の場合と異なるものとなっている。
【００５４】
　すなわち、超音波強度および照射位置(焦点深度、照射角度)と色情報(ビームパターン)
との関係は、予めメモリ(図示しない。)に記憶されている。治療位置制御部12からの制御
信号はメモリへ伝達され、超音波強度及び照射位置(焦点深度、照射角度)に対応するビー
ムパターンが選択される。そして、選択されたビームパターンは、モニタ10に出力される
。モニタ10は、超音波診断装置100から出力される超音波画像と、超音波治療装置101のメ
モリからの治療ビームパターン33を重ねて表示する。また、モニタ10は、リファレンス画
像も同様にしてリファレンス画像算出部3から出力されるリファレンス画像と、超音波治
療装置101のメモリからの治療ビームパターン33を超音波画像と共に表示される治療ビー
ムパターン33の表示位置と同じ位置に合わせて表示する。なお、その重ね合わせの際、治
療ビームパターン33は半透明に表示させてもよい。
【００５５】
　ここで、治療プローブ102の動きに伴う探触子位置センサ18の移動量に応じた治療超音
波のパターン表示を行う際、治療位置制御部12は、超音波照射を行う位置を治療ビームパ
ターン33の位置情報として認識し、超音波画像とリファレンス画像に治療ビームパターン
33を重ね合わせる。
【００５６】
　治療用ビームパターン33の位置情報及び色情報をメモリに記憶しておき、治療プローブ
102の動きに伴い、表示される照射位置(焦点深度、照射角度)を可変する。治療プローブ1
02の位置は探触子位置センサ18によって検出される。演算器21は検出された探触子位置セ
ンサ18の移動量に応じて、治療プローブ102による治療超音波の照射位置(焦点深度、照射
角度)の移動量を演算する。その移動量をリファレンス画像算出部3へ出力し、探触子位置
センサ18の移動量に基づいてリファレンス画像上に表示される治療用ビームパターン33を
移動させる。
【００５７】
　また、その移動量を治療位置制御部12へ伝達させ、患部32に照射されるように治療用超
音波の焦点位置を計算し、治療用探触子17に供給する治療用パルスに対し、各治療用探触
子17に供給する治療用パルスの遅延時間を求め、治療用超音波遅延回路14に指令を送信す
る。治療超音波の照射位置(焦点深度、照射角度)の移動の逆演算を行えば、各治療用探触
子17に供給する治療用パルスの遅延時間を求めることができる。治療用超音波遅延回路14
は、治療位置制御部12からの指令により治療用超音波のフォーカス処理を行う。なお、こ
の治療用探触子17は治療位置に任意に照射するため二次元配列され構成されている。
【００５８】
　具体的には、治療位置制御部12は、治療用超音波の照射命令を治療用パルス発生回路13
に送信し、治療用パルス発生回路13は、治療位置制御部12からの指令により、治療用探触
子17を駆動させる治療用パルスを治療用超音波遅延回路に送信する。治療用超音波遅延回
路14は、治療用パルス発生回路13から出力される治療用パルスに基づいて、各治療用探触
子17に供給する治療用パルスを、遅延時間に従って順次出力する。このときに、治療用パ
ルスは、治療用超音波遅延回路14で電子フォーカスされて、治療用探触子17に送信され、
治療用探触子17は、治療用超音波遅延回路14で遅延処理された治療用パルスにより振動し
、治療用超音波が照射される。このとき、患部32に同時刻に治療用超音波が到達するよう
に、各治療用探触子17からの治療用超音波の射出タイミングを制御する。これにより、治
療用探触子17から射出される治療用超音波は、焦点位置で集束され、その部位に強力な超
音波エネルギが与えられることになる。このため、治療用超音波は、患部32を加熱し、焼
灼して病変部位を治療することができる。
【００５９】
　上記実施形態を適用する脳血栓溶解超音波治療とは、診断画面で発見した被検体(頭部)
31に存在する患部32(血栓部位)に対し、治療用探触子17から治療用超音波を照射すること
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で血栓溶解剤(t-PA)の血栓溶解効果を増強させる治療法である。
【００６０】
　治療用超音波は必要な患部32に照射される必要があり、たとえば虚弱な血管に照射して
しまうと出血を誘発させる可能性がある。そこで、治療用超音波は血栓部位32に正確に照
射される必要があるが、超音波診断装置100で得られる画面だけでは血栓部位32を特定す
る事が不可能である場合や、不鮮明となる場合が考えられる。また、脳梗塞の診断にはま
ず、CTやMRIなどの画像診断装置1による診断が一般的であり、たとえば発病後病院等に搬
送されるとまず、CTやMRIなどの画像診断装置1の撮影が選択される。これらの診断で頭部
のボリュームデータを得、超音波治療に利用する。
【００６１】
　治療計画時においては、画像診断装置1により事前に取得したCT(MRI)ボリュームデータ
をボリュームデータ記憶部2に記憶させ、モニタ10に表示させる。また、治療プローブ102
の診断用探触子16により得られた超音波画像と加算器9により加算し、モニタ10に同時に
表示させる。このとき、診断用探触子16により得られた超音波画像と、ボリュームデータ
から切り出した任意の平面画像を並べて表示し、もしくは、たとえば異なる半透明色を使
用して重ねて表示し、同一断面を表示する事で、リファレンス画像と超音波画像の両画像
を比較して治療計画を立てることで、治療計画が容易となる。
【００６２】
　また、体動などの動きにより被検体(頭部)32の絶対位置が変化しても、リファレンス画
像と超音波画像のずれを生じない構成とすることが可能となり、治療計画がより容易にな
り、さらに、治療時の安全性を高めることが可能となる。
【００６３】
　そのような治療では、診断用探触子16を被検体の頭部表面に接触させて、あるいは術中
に開頭した状態の脳表面に接触させて、頭部内の患部に向けて診断用探触子16が照射する
。その場合、手術中に診断用探触子16を移動させる際には、その移動は逐次探触子位置セ
ンサ18によって検出し、また手術中に被検体の頭部が動いた際には、その動きは逐次頭部
位置センサ19によって検出し、それらのデータをもとに上述した処理によりリアルタイム
にリファレンス画像を生成して手術の利用に供することができる。あらかじめ手術におけ
る超音波治療の治療計画が決まっている場合には、診断用探触子16を動かしながら、予め
治療計画で決まっている超音波照射領域がリファレンス画像に現れた際にタイミング良く
自動的に照射されるようにすることも可能である。
【００６４】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種
々に変形して実施できる。例えば、位置の測定のために用いる探触子位置センサ18及び頭
部位置センサ19の数は、それぞれ1個ずつでなくても良く、2個以上でも良い。また、診断
用探触子16と治療用探触子17がくっついていなくても、それぞれに位置センサを設置し、
3点で相対位置を検出する事で精度の高い治療が可能である。
【００６５】
　また、位置の測定のための方法は、上記実施形態のように、別のところに置かれた磁場
発生源から三次元空間に発生される磁気信号を検知する方法のみならず、特許文献1で開
示されているように、超音波探触子に磁石を貼り付け、その磁場を多方向で検出し、それ
ら検出値から磁場分布を解析して位置を特定することも可能である。また本発明における
超音波診断システムには、上述したように超音波を走査しながら超音波画像を得ると同時
に超音波を照射して患部を治療するもののみならず、特許文献1に示されているような超
音波穿刺支援装置も、被検体にその位置センサをつけることによりリファレンス画像を表
示することができる。
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